
平成３０年９月３日、近畿圏臨海防災センターは 「災害時等における燃料等の供給に関する協定
書」を日本ＢＣＰ株式会社様と締結いたしました。

この協定は、地震や津波などの災害や大規模な火事や爆発が発生した場合に、堺泉北港堺２区基
幹的広域防災拠点で使用する燃料（軽油・Ａ重油・灯油・ガソリン）の供給を要請し、可能な範囲
で優先供給にご協力いただくというもので、その他、燃料の使用に際して必要となるものについて
も優先供給に努めていただくようお願いをする内容となっています。

今回の締結により、当センターにおいて速やかな燃料調達が可能となることから、近畿地方整備
局の災害対応能力の向上並びに基幹的広域防災拠点の機能強化につながるものと考えています。

災害時等における燃料等の供給に関する協定書の締結について

近畿圏臨海防災センター

基幹的広域防災拠点において燃料等を使用する主な資機材

【 軽油 】

点検車 牽引式運搬車 フォークリフト

小型移動式クレーン付トラック バックホウ 投光器付発動発電機

【ＬＰガス、Ａ重油、灯油】

【ガソリン】

振動コンパクタ



平成３０年９月６日、近畿地方整備局は神戸市の災害支援のため、防災用に保有している「投光器
付発電機（１０台）」を輸送いたしました。なお、今回の輸送にあたっては、近畿地方整備局が締結
しています「災害時の応急対策業務等に関する協定書」に基づき、一般社団法人日本埋立浚渫業協会
近畿支部様にご協力いただきました。

救援資材は神戸市中央区にあります神戸市の神戸港管理事務所に到着後、六甲アイランドでの復旧
作業に使用されています。

台風２１号の被災地へ救援資材を輸送９月６日
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